
我が国周辺の安全保障環境等1
　「国家安全保障戦略」（令和４年12月16日閣議決
定）においては、「我が国は戦後最も厳しく複雑な
安全保障環境に直面している」とされた上で、「ロ
シアによるウクライナ侵略により、国際秩序を形作
るルールの根幹がいとも簡単に破られた。同様の深
刻な事態が、将来、インド太平洋地域、とりわけ東
アジアにおいて発生する可能性は排除されない」と
されている。
　また同時に、北朝鮮に関しては「近年、かつてな
い高い頻度で、新たな態様での弾道ミサイルの発射
等を繰り返し、急速にその能力を増強している」こ
とや、「核戦力を質的・量的に最大限のスピードで強
化する方針であり、ミサイル関連技術等の急速な発
展と合わせて考えれば、北朝鮮の軍事動向は、我が
国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差
し迫った脅威となっている」ことが挙げられている。

安全保障環境等を踏まえた国民保護施
策の進展
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　平成16年の「武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律」（平成16年法律第112
号。以下、本特集において「国民保護法」という。）
の施行以来、我が国において武力攻撃事態等＊1及
び緊急対処事態＊2が認定され、国民保護法に基づ
く国民の保護のための措置（以下、本特集において
「国民保護措置」という。）が実際に行われたことは
いまだ一度もない。
　他方、前述のとおり我が国を取り巻く安全保障環
境はその厳しさを増しており、諸情勢を踏まえた国
民保護の取組の推進が急務となっている。

（1）避難実施要領のパターンの作成促進
ア　避難実施要領の策定

国民保護施策の推進
6特集

　国民保護法において、住民の避難に関して国から
避難措置の指示が出され、それを受けて都道府県知
事から避難の指示が発出された場合、市町村長は避
難実施要領を定め、住民を誘導する必要があるが、
国民保護事案発生後の短時間のうちに避難実施要領
を一から策定することは困難であることから、「国
民の保護に関する基本指針」（平成17年３月25日閣
議決定。以下、本特集において「基本指針」とい
う。）では、市町村は複数の避難実施要領のパター
ン（以下、本特集において「パターン」という。）
をあらかじめ作成しておくよう努めるものとされて
いる。

イ　避難実施要領の複数パターン作成促進の取組
　「避難実施要領のパターンの作成に関する研修会」
の実施などにより作成支援の取組を進めた結果、令
和７年４月1日時点において、全国全ての市町村で
少なくとも一つのパターンを作成済みとなった。
　一方、複数のパターンを作成している市町村の割
合は、令和５年４月１日で64.3％（1,119団体）、令
和６年４月１日時点で71.2％（1,239団体）、令和７
年4月1日時点で77.0％（1,340団体）と増加はし
ているものの、一層の作成促進に取り組む必要があ
る（特集6-1図）。

特集6-1図　避難実施要領のパターンを複数作成す
る市町村の割合の推移

*1	 �武力攻撃事態等：武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態のこと。武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態
又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力
攻撃が予測されるに至った事態をいう。

*2	 �緊急対処事態：武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った
事態（後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。
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　そのため、消防庁では複数パターンの作成促進を
目的に、「複数の「避難実施要領のパターン」作成の
徹底等について（通知）」（令和７年３月28日消防国第
34号）を発出し、作成に向けた取組を依頼している。
　さらに、複数パターンの作成率を重点的に考慮し
て研修会実施都道府県を決定するとともに、新たに
パターンの複数化・高度化への支援を希望する市町
村に対して、知見を有する地方公共団体の職員等を
「避難実施要領パターン作成支援アドバイザー」と
して派遣し、地域の実情などを踏まえてアドバイス
を行う取組を実施し、作成を促進している。

ウ　沖縄県・先島５市町村からの避難に係る検討
　基本指針において、沖縄県の住民避難について
は、沖縄本島や本土から遠距離にある離島における
避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特
段の配慮をすることが必要であるとされている。
　こうしたこと等を踏まえ、令和４年度以降、消防
庁を含む国の関係省庁、沖縄県、先島諸島の５市町
村（石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町及び与那
国町。以下、本特集において「先島市町村」とい
う。）等が協力し、武力攻撃予測事態に至る状況を
想定した、先島諸島から九州・山口各県への住民の
広域避難に係る図上訓練を毎年度実施している。
　消防庁としては、先島諸島からの避難の検討支援
や避難に係る関係者間の調整を行うとともに、図上
訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方につ
いて、既に作成済みの先島市町村のパターンに反映
を促すなど、各市町村の住民避難の実効性向上に向
けた取組支援を進めている。
　加えて、沖縄県に所在する離島市町村のうち、先
島市町村以外の市町村については、沖縄県国民保護
計画上、沖縄本島への避難が想定されていることか
ら、先島市町村における訓練を通じて得られた避難
のノウハウを活用するなど、これらの市町村におけ
る沖縄本島への避難の実効性向上に向けた取組支援
を県とともに検討していく。

（2）避難施設の指定促進等
　国民保護法において、都道府県知事及び指定都市
の長は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を
行うため、公園、広場その他の公共施設や、学校、
公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設を、あ
らかじめ避難施設として指定しなければならないこ

特集6-2図　�緊急一時避難施設の指定数と、そのう
ち地下施設の指定数の推移

特集6-3図　(1) �緊急一時避難施設（地下施設）の
例（福岡市　天神地下街）

ととされている。
　また、基本指針において、避難施設の指定に当
たっては、爆風等からの直接の被害を軽減するため
の一時的な避難に活用する観点から、コンクリート
造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地
下施設を指定するよう配慮することとされている。
　このことから、政府としては、これらの施設を緊
急一時避難施設とし、令和３年度からの５年間を緊
急一時避難施設の指定に係る集中取組期間と位置付
けており、消防庁としても、関係省庁と連携して都
道府県及び指定都市への働き掛け等を進めていると
ころである（特集6-2図）。このため、公共施設のみ
ならず民間施設の指定を進めるべく、大規模商業施
設や地下施設を管理する事業者に対して、経済産業
省や国土交通省を通じ、働き掛けを行うことによ
り、指定の円滑化を図っている。また、指定に際し
て課題等を抱える都道府県及び指定都市に対し、知
見を蓄積した地方公共団体職員等を「緊急一時避難
施設指定推進アドバイザー」として派遣し、指定に
関するアドバイスを行う取組を通じて、支援に努め
ている。
　これら避難施設については、国民保護制度に関す
る概要や弾道ミサイル飛来時の行動等について掲載
している内閣官房国民保護ポータルサイトにおい
て、地図や地方公共団体ごとの一覧表により、緊急
一時避難施設の場所、その施設類型（堅ろうな施
設、地下施設）などを参照することが可能である
（特集6-3図）。

緊急一時避難施設の推移 緊急一時避難施設のうち地下施設の推移
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位置付けられるとともに、政治経済の中枢を含む都
市部や、地下施設等の重点取組分野での「緊急一時
避難施設の指定促進」及び緊急一時避難施設の実態
を調査した上で、地域の実情に応じて、その充実を
含めてあり方を検討する「緊急一時避難施設の充
実」が位置付けられた。
　このうち、「特定臨時避難施設の整備」につい
て、具体的には、必要時には武力攻撃より十分に先
立って、住民等の広域避難（市町村の区域を越えた
避難）を開始し、完了することが最も重要であると
の認識の下、広域避難の際に輸送手段が航空機や船
舶に限られるといった避難の困難性等に鑑み、先島
市町村に一定期間避難可能で堅ろうな「特定臨時避
難施設」の整備を進めていくこととされた。
　消防庁は、先島市町村のうち竹富町及び多良間村
における特定臨時避難施設の整備を支援することと
している。竹富町及び多良間村のいずれも、令和７
年度に基本設計を開始したところであり、消防庁と
して、関係省庁と連携し、地域の実情に応じた取組
の推進を図っている（特集6-4図）。

（3）特定臨時避難施設の整備
　「国家安全保障戦略」においては、国民保護に関
して「武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含
む住民の迅速な避難を実現」すべく、武力攻撃の状
況や地域の実情等に応じて、「様々な種類の避難施
設の確保」等に取り組むことが示された。
　これを踏まえ、令和５年度末には、政府として
「武力攻撃を想定した避難施設（シェルター）の確
保に係る基本的考え方」等がとりまとめられ、武力
攻撃を想定した避難施設（シェルター）の確保に係
る具体的取組として「特定臨時避難施設の整備」が

特集6-4図　竹富町及び多良間村における特定臨時避難施設の整備予定地

特集6-5図　国民保護訓練の分類

竹富町 多良間村

整備場所
（予定）

新築する（西表島）大原庁舎の地下 新築する移住定住促進住宅の地下

平時の利用方法
（予定） 会議室・事務室 多目的ホール・事務室

特集6-3図　(2) �緊急一時避難施設（地下施設）の
例（千代田区　東京駅）
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特集6-7図　�県主導訓練の例（弾道ミサイルを想定
した住民避難訓練）

（4）国民保護共同訓練の充実強化
　国民保護法において、国や地方公共団体は国民保
護措置に関する訓練を行うよう努めることとされて
おり、消防庁は内閣官房とともに、都道府県や市町
村との共同訓練を実施してきた（特集6-5図）。

ア　国重点訓練
（ア）　地域ブロック検討会
　国と地方公共団体の間で最新の情勢認識を共有す
るとともに、国民保護関連の各種課題に対する検討
や意見交換を実施する。

（イ）　実動及び図上訓練
　複数の都道府県が参加する大規模な訓練など、都
道府県単独では実施困難かつ従来よりも高度な訓練
を国の主導の下に実施し、国、都道府県、市町村及
び関係機関相互の連携を強化するとともに、国民保
護措置への理解の促進を図る。
 
イ　県主導訓練
　主に都道府県が訓練内容等を企画・立案し、消防
庁や内閣官房等が支援を行い、訓練を実施している

（特集6-6図）。
　また、北朝鮮から弾道ミサイル等が高い頻度で発
射されていること等を踏まえ、令和４年９月から弾
道ミサイルを想定した住民避難訓練を再開してい
る。訓練では、弾道ミサイルが我が国に飛来する可
能性があると判明した場合にどのような行動をとる
べきかについて、住民の理解を深めるため、近くの
建物の中や地下への避難を実施している(特集6-7
図)。
　引き続き、全国各地の多くの地域で効果的な訓練
が実施されるよう取り組んでいく。

特集6-6図　県主導訓練の例（図上訓練）

最近の北朝鮮によるミサイル発射の動
向と発射に対する消防庁の対応

3

（1）全般
　北朝鮮は、平成28年２月の「人工衛星」と称する
弾道ミサイル発射以降、頻繁にミサイルの発射を繰
り返している。
　これを受け、消防庁では、弾道ミサイルが発射さ
れ、我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領
土・領海の上空を通過する可能性があると判明した
場合には、全国瞬時警報システム＊3（以下、本特
集において「Jアラート」という。）を使用して都
道府県・市町村を通じた住民への迅速な情報伝達を
行っている（特集6-8図）。
　また、北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返して
いる状況を踏まえ、地域住民の安全・安心の確保を
図るため、緊急一時避難施設の指定を促進するとと
もに、内閣官房国民保護ポータルサイトにおいて、
緊急一時避難施設の場所や弾道ミサイル飛来時の行
動等を掲載している（特集6-9図）。

＊3	 �全国瞬時警報システム：内閣官房から発出される弾道ミサイル攻撃など国民保護に関する情報や気象庁より発出される緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情
報を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村防災行政無線（同報系）等を自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可能なシステム
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（2）情報伝達の確実性向上に向けた取組
　消防庁では、Jアラートを運用する全ての地方公
共団体を対象とした全国一斉情報伝達試験や、全て
のJアラート情報受信機関を対象とした導通試験を
実施し、Jアラートが正常に動作することを定期的
に確認している。
　今後も、Jアラート関連機器点検チェックシート
等に基づく機器の設定確認や再点検を徹底するとと
もに、支障のあった団体に対し、その都度その原因
を調査し、早急に改善を図るための支援体制を強化

するなど、国民に対する速やかな情報伝達を図って
いく。

おわりに4
　今後も、パターンの作成促進や避難施設の指定促
進、国民保護共同訓練の充実強化、国民保護情報の
一層確実な情報伝達や弾道ミサイル飛来時の住民避
難行動の周知に取り組み、国民保護体制の強化に努
めていく。

特集6-8図　弾道ミサイル発射時のJアラートによる情報伝達

特集6-9図　弾道ミサイル飛来時の行動について（内閣官房作成資料）

人人工工衛衛星星

消防庁送信
システム

インターネット

ＪＪアアララーートト受受信信機機

地地上上回回線線

屋屋外外ススピピーーカカーー

イインンタターーネネッットト端端末末等等

市市町町村村のの
庁庁舎舎等等

エエリリアアメメーールル・・
緊緊急急速速報報メメーールル

戸戸別別受受信信機機

内内閣閣官官房房

国民保護
情報

携携帯帯電電話話事事業業者者ルルーートト

地地方方公公共共団団体体ルルーートト

避避難難ししててくくだだささいい。。

ミミササイイルル発発射射情情報報

携携帯帯電電話話

携携帯帯電電話話事事業業者者

防防災災行行政政無無線線

テテレレビビ・・ララジジオオ

ススママーートトフフォォンン

自自動動起起動動装装置置

防防衛衛省省

ミサイル警報
ジェイJアラート

ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射
されたものとみられます。建物の中、又は地下
に避難して下さい。

対象地域：
〇〇県

0000年 00月 00日 00時 00分受信

国民保護に関する情報

爆風や破片などを避ける 爆風で割れた
窓ガラスなどを避ける

近くの建物の中
地下へ 物陰に身を隠す

地面に伏せ
頭部を守る

緊急一時避難施設※をはじめ、
コンクリート造り等の頑丈な建物
や地下街、地下駅舎等の地下施設
へ避難することが望ましいですが、
それ以外でも構いません。

※ 緊急一時避難施設：弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を
軽減するための一時的な避難に活用する観点から都道府県知事等が指定する施設。

弾道ミサイルが着弾した場合、激しい
爆風や破片などにより、身体へ大きな
被害を受ける可能性があります。

弾道ミサイルは、発射から
わずか10分もしないうちに
到達する可能性もあります。

10

国民保護 検索

または
または または

窓から離れる

窓がない部屋へ

弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合は、
Jアラートを通じて屋外スピーカーや携帯電話の緊急
速報メール等によりメッセージを流します。

メッセージが流れたら直ちに以下の行動をとってください
弾道ミサイルが上空を通過した場合など避難行動をとる必要がなくなった場合は、避難の呼びかけを解除します。

詳しくは、内閣官房国民保護ポータルサイトへ

その場で安全を確保し近くに建物がない場合はもしも
!

屋内
にいる場合にいる場合

屋外

緊急速報メール

政府からの発表
0000/00/00 00:00

OK

「ミサイル発射。ミサイル発射。
ミサイルが発射されたものとみ
られます。建物の中、又は地下
に避難して下さい。」

飛来時 行動の について
弾道ミサイル

特

集

❻

基
本
項
目

ト
ピ
ッ
ク
ス
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